
訪れた人は熱心に作品を鑑賞しました古着などのフリーマーケットを楽しむ来場者の皆さん

笑顔あふれるグルメマルシェ息をのむ取組に会場は大盛り上がり

思いを込めた作品展示とステージ発表
第12回 合志市文化祭

身近なエコから始めよう
合志市エコまつり

地域の中でつながりを深める
ふれあいフェスティバル2018

迫力満点の取組
平成30年冬巡業大相撲合志場所

　11月17 ～ 18日、ヴィーブルで市文化協会主催の
第12回市文化祭が開催され、約3,000人が来場しま
した。
　ステージ部門では子どもたちをはじめ出演者の歌や
踊りなどの演技に、温かい拍手が鳴りやまず響きまし
た。展示部門では多彩な作品が並び、鑑賞した人は「作
品のレベルが毎年向上していて素晴らしいです」と感
激していました。

　11月17日、ヴィーブルで市エコまつりが開催され
ました。
　これは、市内の企業や環境ボランティア団体で構成
されている市エコまつり実行協議会が開催しているイ
ベントです。当日は約1,500人が訪れ、エコやリサイ
クルについて、スタンプラリーや体験学習を通して学
びました。来場者からは「知らないことを学べて楽し
かった」といった感想が聞かれました。

　11月18日、ふれあい館でふれあいフェスティバル
2018が開催されました。
　ステージではこのみ坂保育園児による和太鼓演奏や
フリーアナウンサーの岡本安代さんによる講演会が行
なわれました。木工体験などの体験マルシェ、ボラン
ティア団体手作りのカレーやからあげなどのグルメマ
ルシェも行なわれ、親子連れなどでにぎわい、地域の
人同士でのふれあいの場となりました。

　12月9日、ヴィーブルで平成30年冬巡業大相撲合
志場所が開催されました。合志市では初開催となる大
相撲の巡業は、約3,300人の観客が来場。
　観客は普段テレビの前で見る力士の大きさを間近で
感じ、目の前で繰り広げられる取組の迫力に圧倒され
ました。握手会など力士とのふれあいも楽しんだ他、
本場所では見られない初切や相撲甚句などの見世物で
は、笑い声や歓声が響いていました。

142019 広報こうし１月

確定申告書などにはマイナンバーの記載が必要です
　社会保障・税番号制度の導入に伴い、申告書など
にマイナンバーの記載が必要です。
　マイナンバーを記載した申告書などを税務署へ提
出する際には、申告者本人の本人確認書類の提示ま
たは写しの添付が必要です。
≪本人確認書類の例≫
　例１　マイナンバーカード
　例２　 通知カード＋運転免許証または公的医療保

険の被保険者証など

配偶者控除、配偶者特別控除の
適用要件が変わりました
配偶者控除の改正点
・ 合計所得金額が1,000万円を超える人は、配偶者
控除が適用できなくなりました。

・ 合計所得金額が900万円を超え1,000万円以下の
人の控除額が改正されました。

配偶者特別控除の改正点
・ 対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が76
万円未満から123万円以下に変更されました。

・控除額が改正されました。

いつでもどこでもスマホで申告
　国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー
では、スマートフォンでもｅ－Ｔａｘを使って所得
税の確定申告書の作成ができます。事前に税務署で
ＩＤとパスワードを取得してください。ｅ－Ｔａｘ
で申告すれば源泉徴収票などの添付書類の提出が不
要で、申告書の控えはスマートフォンに保存できま
す。

医療費控除には医療費控除の明細書の
添付が必要です
　医療費控除を受けるときは「医療費控除の明細書」
の添付が必要です。医療費の領収書（医療費通知に
係るものを除く）を添付・提示する必要はありませ
んが、後日、提出や提示を求めることがあります。
確定申告期限から５年間、自宅などで保管してくだ
さい。

詳しくは国税庁ホームページ(http://www.nta.
go.jp/)をご覧になるか、菊池税務署にお尋ねくだ
さい。

準備はお早めに
確定申告期間が近づいています

●問い合わせ先　菊池税務署　
☎ 0968-25-2121（※自動音声案内）
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業種 償却資産の例

各業種
共通

パソコン、コピー機、電話機、
テレビ、エアコン、応接セット、
駐車場・構内の舗装路面など

農・畜産
業

ビニールハウス、水田ハロー、
管理機、乗用装置のない農耕用
耕作機械など

不動産・
賃貸業

外構工事、庭園工事、受変電設
備、屋外に敷設されたガス・上
下水道埋設管、ゴミ置場など

製造業
外構工事、フェンス、街灯、庭
園工事、緑化施設、製造用設備・
機械、受変電設備など

建設業
ブルドーザーなどの大型特殊自
動車（小型特殊自動車などの軽
自動車税の対象は除く）、プレ
ス機など

業種 償却資産の例

卸売・
小売業

陳列台、ショーケース、レジス
ター、冷凍・冷蔵設備、店内放
送設備、自動販売機など

飲食業
家具、厨房用品、冷凍冷蔵庫、
照明設備、ガスレンジ、カラオ
ケ機器など

理容・
美容業

理容・美容器具、椅子、洗面設
備、パーマ器、ドライヤー、消
毒殺菌機など

医（歯）業
レントゲン装置、歯科診療ユ
ニット、ファイバースコープ、
給食用厨房器具など

※ 詳しくはお尋ねになるか、市ホームペー
ジをご覧ください。
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